
男女別・年代別喫煙率 

喫煙者のたばこの種類 

受動喫煙の状況 

(64)



・喫煙や受動喫煙による健康への影響を知る 

・公共の場所や妊婦・こどもの前では喫煙をしない 

・たばこをやめたい人はやめる 

・20 歳未満の人や妊婦は喫煙をしない 

(65)



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

静岡県では、原則すべての飲食店の出入口に 禁煙 分煙 喫煙可 のいずれかを示す標識の掲

示を義務化しました。 

お店を選ぶ参考にしてください。 
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飲酒の状況 

 

 

(67)



・20 歳未満の人や妊婦は飲酒をしない 

・適正な飲酒量を知り、飲酒をする時は適量で楽しむ 

(68)



 

お酒の適量は、1日平均純アルコール量

で約20gとされています。女性や高齢の方

はその半分くらいが適量です。 

倍の40ｇを飲み続けると生活習慣病を

引き起こすといわれています。 

１．談笑し 楽しく飲むのが基本です 

２．食べながら 適量範囲でゆっくりと 

３．強い酒 薄めて飲むのがオススメです 

４．つくろうよ 週に二日は休肝日 

５．やめようよ きりなく長い飲み続け 

６．許さない 他人（ひと）への無理強い・イッキ飲み 

７．アルコール 薬と一緒は危険です 

８．飲まないで 妊娠中と授乳期は 

９．飲酒後の運動・入浴 要注意 

10．肝臓など 定期検査を忘れずに 

しない させない 許さない ２０歳未満飲酒・飲酒運転 

出典：公益社団法人アルコール健康医学協会 

(69)



薬物事犯検挙者数の推移 

薬学講座実施割合 

 

(70)



・薬物の恐ろしさを正しく知り、絶対に覚醒剤や大麻などの薬物に手を出さない 

・処方された薬や市販薬の用法・用量を守り、過剰に摂取しない 

 

 

(71)



● 精神と身体の両面に深刻な悪影響を及ぼす 

● やめられなくなる 

● 交通事故などを起こしてしまう 

● 友達や家族を失う 

  

近年、若年層を中心に大麻事案が社会問題に

なっています。インターネット上では大麻の有

害性を否定する誤った情報が流され、SNS で

は隠語（特定の専門家や仲間内だけで通じる言

葉や専門用語）を使って販売されています。大

麻から成分を抽出したリキッドやワックスな

どの加工品、大麻クッキー、大麻チョコレート

などの食品もあります。 

薬物乱用による弊害を正しく認識し、誘惑や

好奇心を跳ね飛ばす強い心をもちましょう。言

葉で断りづらい時は、とにかくその場から離れ

ましょう。 

依存症を予防するためには、依存対象を使

用しないことが一番ですが、医薬品などは適

切に使用すれば問題ありません。 

近年問題になっている医薬品のオーバー

ドーズ（過剰摂取）は、「気分を変えたい」

「辛い気持ちから解放されたい」という気持

ちから起こることが多いとされています。病

気を治すための医薬品でも、決められた用

法・用量を超えて過剰に服用すると重篤な 

意識障害や呼吸不全などを引き起こします。 

また、過剰摂取を繰り返すことで、重い依存

症になってしまったり、後遺症が残ったりし

て、命に関わる危険性もあります。 

依存症は、本人の意思の問題とされがちで

すが、依存症になってしまうと自分の意思で

はコントロールできなくなってしまいます。 

依存症は「孤立の病」とも言われています。

周囲の期待に応えるために必要以上に頑

張ってしまったり、辛い気持ちを打ち明ける

相手がいなかったりすることが、依存問題の

引き金になり、悪化していく原因にもなって

しまいます。 

学校生活、家庭生活、人間関係などにより、

しんどい、だるい、眠れないなどの気持ちを

感じたら、身近な友達、家族、先生、相談機

関などに相談することが大切です。 
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10代の人工妊娠中絶：15歳から19歳までの女性人口（千対） 

女性のやせの割合（中学３年生女子） 

(73)



女性のからだには妊娠・出産に適した時期（20代～30代半ば頃）があることを知っている人の割合 

この地域で子育てをしたいと思う親の割合（乳幼児をもつ保護者） 

(74)



・健康なからだやこころの基盤となる生活習慣を身につける 

・男女問わず、性や妊娠に関する正しい知識を身につける 

・地域で孤立することなく安心して子育てをする 

 

  

(75)



すべての妊産婦さんや、お子さんとその保護者を対象とし、こども家庭センターへ行けばなんら

かの支援につながる情報が得られるワンストップの相談窓口です。 

こども家庭センターには、保健師はじめ助産師、管理栄養士、歯科衛生士等の専門職がおり、相

談者の心身の健康状態や子育てに関する悩み等に応じ、相談者に寄り添った支援を行います。 

また、母子健康手帳の交付時には、妊婦さんが、妊娠や出産、子育てに向けて自身やお子さんに

とって必要とする母子保健や子育て支援サービスを適切に選択し利用できるよう、サービスの利用

計画（はますく応援プラン）を一緒に作成します。 
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浜松市内に居住がある、出産直後から産後１年未満のお母さんと赤ちゃんが利用できる保健サー

ビスで、利用には事前に申請が必要です。 

市内の医療機関や助産院で心身のケアや育児のサポートが受けられます。 

 

（利用できるケアの種類） 

宿泊型：赤ちゃんと一緒に宿泊をしてケアを受けられます。 

デイサービス（１日）型：日中に滞在してケアを受けられます。 

デイサービス（短時間）型：１時間又は２時間のケアを受けられます。 

訪問型：助産師などが自宅に訪問し、自宅でケアを受けられます。 

 

いずれのケアも、お母さんの身体の手入れや産後の相談、授乳・沐浴指導、オムツの交換の仕方

などの育児の技術などについての具体的な相談ができます。ケア毎に、自己負担額がかかります。 

(78)



 

 

プレ（Pre）は「～の前の」、コンセプション

（Conception）は「妊娠・受胎」という意味で「妊

娠前からのケア」を意味します。 

つまり、プレコンセプションケアとは、10代の若

い世代から取り組んでもらいたい食事や運動などの

ヘルスケアであり、現在のからだの状態を把握し、

将来の妊娠やからだの変化に備えて、自分たちの健

康に向き合うことです。 

 

 

プレコンセプションケアの普及・啓

発のため、市内の高校や大学や事業所

などから依頼を受けて、保健師・管理

栄養士が会場に出向き、講座を実施し

ています。 

自分のいいところや改善したい生

活習慣など、今の自分の生活を振り返

りながら、将来を見据えたプレコンセ

プションケアについてグループワー

クをとおして楽しく学べます。 
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